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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令案（仮称）の概要 

 

 

１．改正の趣旨 

 環境省においては、令和２年７月に閣議決定された「規制改革実行計画」（令和２年

７月 17 日閣議決定）を踏まえ、各法令における押印の廃止等の措置を講じていると

ころ。 

このような動向も踏まえ、行政手続の合理化の観点から制度の見直しを行った結果、

水質汚濁防止法施行規則等において国民等から行政へ提出する申請書や届出等につ

いて、これらを受理した際に行政が発行する受理書を廃止するほか、国民等が光ディ

スクにより提出することができることとする等、所要の規定の整備を行うこととした。 

 

 

２．改正の概要 

（１）受理書の廃止 

○ 以下の法令における受理書に係る規定を廃止する。 

○ これに伴う所要の規定の整備を行う。 

・水質汚濁防止法施行規則（昭和 46年総理府、通商産業省令第 2号） 

・大気汚染防止法施行規則（昭和 46年厚生省、通商産業省令第 1号） 

・騒音規制法施行規則（昭和 46年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省

令第 1号） 

・振動規制法施行規則（昭和 51年総理府令第 58号） 

・特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置

法施行規則（平成 6年総理府令第 25号） 

・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成 11年総理府令第 67号） 

 

（２）光ディスクによる手続 

○ 以下の表に掲げる届出書等につき、現行法令においてフレキシブルディスクによ

り提出することができることとしているところ、これを光ディスクにより提出する

ことができることに変更する。また、土壌汚染対策法関係法令においては、これに

ついて現行法令上特に定めのないところ、光ディスクにより提出することができる

よう規定を整備する。 

○ 光ディスクによる提出を行う際は提出書（仮称）を添付することとする。 

○ 日本産業規格Ｘ0606及びＸ6282又はＸ0606及びＸ6283に適合する直径 120ミ

リメートルの光ディスク並びに日本産業規格Ｘ0609 又はＸ0611 及びＸ6248 又は

Ｘ6249に適合する直径120ミリメートルの光ディスクにより行うことを規定する。 

○ 上記の改正に伴う所要の規定の整備を行う。 

 

法令名 法令番号 届出書等 

水質汚濁防止法

施行規則 

昭和 46 年総

理府、通商産

業省令第 2号 

第３条第４項及び第５項、第７条、第８条並び

に第９条の２第２項の規定による届出書 

大気汚染防止法

施行規則 

昭和 46 年厚

生省、通商産

第８条第１項、第９条の２第１項、第 10条第

１項、第 10条の２第１項、第 10条の４第１
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業省令第 1号 項、第 10条の５第１項、第 11条及び第 12条

の規定による届出書 

騒音規制法施行

規則 

昭和 46 年厚

生省、農林省、

通商産業省、

運輸省、建設

省令第 1号 

第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項、第

８条、第９条及び第 10条第１項の規定による届

出書 

悪臭防止法施行

規則 

昭和 47 年総

理府令第 39

号 

第 13条、第 14条第１項、第 15条第２項、第 16

条第２項及び第 19 条（第 21 条において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による申請書 

瀬戸内海環境保

全特別措置法施

行規則 

昭和 48 年総

理府令第 61

号 

・第３条第２項の規定による申請書 

・第５条、第８条及び第９条の規定による届出書 

振動規制法施行

規則 

昭和 51 年総

理府令第 58

号 

第４条第１項、第５条、第６条第１項、第８条、

第９条及び第 10条第１項の規定による届出書 

湖沼水質保全特

別措置法施行規

則 

昭和 60 年総

理府令第 7号 

第５条第２項、第６条第１項、第７条第１項、第

８条及び第９条の規定による届出書 

特定水道利水障

害の防止のため

の水道水源水域

の水質の保全に

関する特別措置

法施行規則 

平成 6 年総理

府令第 25号 

第８条第２項、第９条第２項、第 10条第１項及

び第３項、第 11条第１項、第 13条並びに第 14

条の規定による届出書 

ダイオキシン類

対策特別措置法

施行規則 

平成 11 年総

理府令第 67

号 

・第４条第１項、第６条及び第７条の規定による

届出書 

・第８条の規定による報告書 

土壌汚染対策法

に基づく指定調

査機関及び指定

支援法人に関す

る省令 

平成 14 年環

境省令第 23

号 

・第１条第１項、第３条第１項、第６条第１項、

第７条第１項から第３項まで、第８条第１項、

第９条、第 14 条第１項及び第 16 条の規定に

よる申請書 

・第 18 条第２項及び第 21 条の規定による届出

書 

土壌汚染対策法

施行規則 

平成 14 年環

境省令第 29

号 

・第１条第２項、第 21 条の６第１項、第 25 条

の３第１項、第 27 条の２第１項、第 30 条の

２第１項並びに第 42条の２第２項及び第４項

の規定による報告書 

・第３条第４項、第 16 条第１項、第 44 条第１

項（第 50条第２項において読み替えて準用す

る場合を含む。）、第 45 条第１項、第 46 条第

１項（第 50条第３項において読み替えて準用

する場合を含む。）、第 49条の２第１項、第 54

条及び第 60条第１項の規定による申請書 
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・第 16条第５項、第 19条第１項、第 21条の２

第１項、第 23 条第１項、第 48 条第１項、第

51条１項（第 52条において読み替えて準用す

る場合を含む。）、第 52条の２第１項、第 52条

の５第１項、第 52条の６第１項及び第２項、

第 52 条の７第１項、第 59 条の２第２項第３

号イ、第 61条第１項、第 63条第１項、第 64

条第１項並びに第 74条の規定による届出書 

・第 36 条の３第１項及び第 37 条の規定による

計画 

汚染土壌処理業

に関する省令 

平成 21 年環

境省令第 10

号 

・第２条第１項、第８条第１項、第 14条第１項、

第 15条第１項、第 16条第１項及び第 17条第

２項の規定による申請書 

・第 11 条第１項及び第 12 条第１項の規定によ

る届出書 

・第 13条第３項の規定による報告書 

 

 

３．公布日等（予定） 

公 布 日：令和３年３月下旬 

施行期日：令和３年４月１日 

 


